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第27回定時株主総会招集ご通知

　拝啓　平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

　さて、当社第27回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し

上げます。

　株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事

項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載し

ておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い

申し上げます。

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、名古屋証券取引所（名証）のウ

ェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

（上記の名証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名」に「日本システムバンク」又

は「コード」に当社証券コード「5530」を入力・検索し、「適時開示情報」を選択して、

「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を

行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、３頁から

５頁のご案内に従って2023年９月26日（火曜日）午後５時までに議決権を行使してくださ

いますようお願い申し上げます。

敬　具
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１．日 時 2023年９月27日（水曜日）午前10時
　　（受付開始予定時刻　午前９時30分）

２．場 所 福井市西木田二丁目８番１号
　福井商工会議所　地下コンベンションホール

３．目 的 事 項
報 告 事 項 　１．第27期（2022年７月１日から2023年６月30日まで）事業

報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件

　２．第27期（2022年７月１日から2023年６月30日まで）計算
書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 監査役１名選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
⑴書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議
案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り
扱いいたします。
⑵インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われ
た議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
⑶インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合
は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとし
てお取り扱いいたします。
⑷代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１
名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明す
る書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

----------------------------------------------------------------------

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申し上げます。
◎本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供
措置事項を記載した書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のう
ち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第14条に基づき、お送りする
書面には記載しておりません。従って、当該書面には監査報告を作成するに際
し、監査役会及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。
・事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
・連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」
・計算書類の「株主資本等変動計算書」、「注記表」
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブ
サイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

記

以　上
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株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

　
2023年９月27日（水曜日）午前10時
（受付開始予定時刻：午前９時30分）

　

書面（郵送）で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らず

にご投函ください。

行使期限

　
2023年９月26日（火曜日）午後５時到着分まで

　

インターネットで議決権を行使される場合

パ ソコン、 スマ ートフォ ン又は携帯電 話から議決 権行使サ イト

（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記

載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご入力いただき、画面の案

内にしたがって賛否をご入力ください。

行使期限

　
2023年９月26日（火曜日）午後５時入力完了分まで

　

議決権行使についてのご案内

議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができます。

※ 書面（郵送）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議

決権行使の内容を有効として取扱わせていただきます。

※ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさ

せていただきます。
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QRコードを読み取る方法

インターネットによる議決権行使のご案内

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することな

く、議決権行使サイトにログインすることができます。

以降は画面の案内に従って賛否

をご入力ください。

議決権行使書用紙に記載のQR

コードを読み取ってください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録

商標です。

１

２

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

見 本

見 本

※操作画面はイメージです。
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ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使

ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

インターネットによる議決権行使で

パソコンやスマートフォンの操作方法などが

ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク

0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９:00～21:00）

※操作画面はイメージです。

議決権行使ウェブサイト

にアクセスしてください。

１

以降は画面の案内に従っ

て賛否をご入力ください。

４

新しいパスワードを登録

する。

３
「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載

された「ログインID・仮

パスワード」を入力しク

リックしてください。

２
「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック
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（ 2022年７月１日から
2023年６月30日まで ）

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

　当連結会計年度における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症の

感染者数の減少に伴い、各種制限が段階的に緩和され、持ち直しの動きが

見られました。

　当社グループが属する駐車場業界におきましては、新型コロナウイルス

感染症の感染状況に落ち着きが見られた結果、駐車場の稼働は堅調に推移

致しました。

　このような環境のもと、当社グループは、収益の安定化と売上の拡大を

目標に、事業活動を行ってまいりました。

　以上の結果、当連結会計年度における売上高は6,889,820千円（前年同

期比1.7％増）、営業利益は430,310千円（同21.4％増）、経常利益は

423,988千円（同24.6％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は265,821

千円（同48.2％増）となりました。

　セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。

a.　コインパーキング事業

　当社グループのコインパーキング事業は、主に、コインパーキングの

運営ビジネスと駐車場機器の販売・保守ビジネスで構成されています。

前者では、土地所有者から当社グループが土地を賃借し、当社グループ

直営の駐車場・駐輪場として運営し、後者では、当社グループが駐車場

運営事業者に駐車場機器を販売し、当社グループが駐車場システムの保

守業務を受託しております。当連結会計年度における直営及び管理受託

している駐車場・駐輪場数並びに車室数は以下のとおりであります。
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区分 当期首 増加 減少 当期末 増減

直営駐車場・

駐輪場　　（件）
1,147 112 58 1,201 54

管理受託駐車場・

駐輪場　　（件）
6,118 371 318 6,171 53

区分 当期首 増加 減少 当期末 増減

直営駐車場・

駐輪場　（車室）
22,520 1,581 1,594 22,507 △13

管理受託駐車場・

駐輪場　（車室）
107,243 11,144 4,588 113,799 6,556

（直営及び管理受託の運営駐車場・駐輪場数）

（車室数）

　コインパーキングの運営ビジネスにおきましては、収益の安定化を目

的として、新型コロナウイルス感染症の影響を受けにくい郊外の住宅地

に重点的に開設を進めました。

　駐車場機器の販売・保守ビジネスにおきましては、駐車場検索・利用

料金決済ができるスマートフォンアプリ「SmooPA」の販促キャンペーン

を実施し新規販売先の獲得に努めたものの、得意先の新規駐車場開設が

低調に推移しました。

　その結果、売上高は6,763,365千円（前年同期比1.8％増）、セグメン

ト利益は897,882千円（同15.3％増）となりました。

b.　プロパティマネジメント事業

　当連結会計年度においては、コストの見直し及び不要不急の投資を控

え、利益の確保に努めました。その結果、売上高は121,737千円（前年

同期比5.0％減）、セグメント利益は2,629千円（同83.6％減）となりま

した。
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② 設備投資の状況

　当連結会計年度に実施した設備投資の総額は444,140千円であり、その

主なものは駐車場システムの新設であります。なお、設備投資の総額は有

形固定資産のほか、無形固定資産への投資を含めております。

③ 資金調達の状況

　当連結会計年度は、金融機関より長期借入金として、総額800,000千円

の調達を行いました。

　当社は2023年４月14日に名古屋証券取引所メイン市場に上場し、公募増

資により、総額172,960千円の資金調達を行いました。
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区 分
第24期

(2020年６月期)

第25期

(2021年６月期)

第26期

(2022年６月期)

第27期
当連結会計年度
(2023年６月期)

売 上 高 (千円) － 6,947,155 6,776,406 6,889,820

経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （ △ ）

(千円) － △89,543 340,145 423,988

親会社株主に帰属する当期純
利益又は親会社株主に帰属す
る 当 期 純 損 失 （ △ )

(千円) － △339,372 179,380 265,821

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△）

(円) － △325.12 171.86 249.58

総 資 産 (千円) － 7,188,143 6,933,261 6,874,342

純 資 産 (千円) － 1,473,317 1,655,179 2,048,297

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) － 1,411.55 1,585.82 1,791.29

(2) 財産及び損益の状況

①　企業集団の財産及び損益の状況

（注）１．当社では、当連結会計年度より連結計算書類を作成しております。なお、第25期及

び第26期につきましては「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（昭和51年大蔵省令第28号）に基づいて連結財務諸表を作成しておりますので、参考

までに当該数値を記載しております。

２．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)は、自己株式を控除した期中

平均発行済株式総数により、１株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株

式総数により算出しております。

３．2022年11月18日付で普通株式１株につき100株の割合をもって株式分割を行ってお

ります。第25期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して、１株当たり当期純

利益又は１株当たり当期純損失(△)及び１株当たり純資産を算定しております。
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区 分
第24期

(2020年６月期)

第25期

(2021年６月期)

第26期

(2022年６月期)

第27期
当事業年度

(2023年６月期)

売 上 高 (千円) 6,414,528 5,964,166 5,735,011 5,810,598

経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （ △ ）

(千円) △26,728 △162,974 121,280 188,847

当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 （ △ )

(千円) 26,548 △422,980 61,749 126,598

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△）

(円) 25.43 △405.22 59.16 118.86

総 資 産 (千円) 6,829,178 6,434,275 6,111,993 5,951,917

純 資 産 (千円) 1,575,988 1,128,312 1,192,544 1,446,439

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 1,509.77 1,081.01 1,142.57 1,264.95

②　当社の財産及び損益の状況

（注）１．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)は、自己株式を控除した期中

平均発行済株式総数により、１株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株

式総数により算出しております。

２．2022年11月18日付で普通株式１株につき100株の割合をもって株式分割を行ってお

ります。第24期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して、１株当たり当期純

利益又は１株当たり当期純損失(△)及び１株当たり純資産を算定しております。

会 社 名 資 本 金
当 社 の
議決権比率

主 要 な 事 業 内 容

イ ー ア ド 株 式 会 社 30,000千円 100％ コインパーキング事業

システムパーク株式会社 25,000千円 100％ コインパーキング事業

ノ ル テ パ ー ク 株 式 会 社 50,000千円 100％ コインパーキング事業

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

　　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

（注）「主要な事業内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
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(4) 対処すべき課題

①　経営理念・経営方針を実践できる人材の育成

　　当社グループは、「喜びの種をまこう 幸せの種をまこう」を目的に、

「遊休不動産の有効活用」、「24時間365日サービス」、「ソフトとハー

ドを組み合わせたシステムの提供」及び「十方良し」を基本姿勢として、

企業価値の向上を目指しております。

　今後も、この経営理念と経営方針を追求して各事業を推進するととも

に、これらを支える人材の育成と社員のチャレンジを促進する企業風土の

醸成に注力し、企業価値の向上に努めてまいります。

②　コインパーキング事業での解約防止と営業力の強化

　　地価の動向等で不動産市場が活性化した場合、土地所有者にとっての土

地活用の選択肢が増加することにより、賃借駐車場の解約が増加する可能

性があります。そのため当社グループでは、土地所有者とのコミュニケー

ション強化を図り、解約防止に全力で取り組んでまいります。

③　メンテナンスサービス力の強化による顧客満足度の向上

　　駐車場機器の販売・保守事業においては、競合他社との価格競争による

利益率の低下が懸念されます。このような状況の中、全国の様々な運営事

例を活かしたコンサルティング営業の推進により、顧客である駐車場運営

会社の満足度向上を目指してまいります。また、蓄積した駐車場管理運営

のノウハウを最大限に活用したメンテナンスサービス力の改善・向上によ

り、他社との明確な差別化を図ってまいります。

④　駐車場開設地域の分散による感染症リスクへの対応

　　政府から新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言が発出された期

間においては、感染拡大防止を目的とした外出自粛の影響により、駐車場

利用者数が著しく減少しました。この駐車場利用者数の減少は、駐車場の

立地により傾向が異なり、繁華街及びパークアンドライド型の駅前立地の

駐車場では大部分で駐車場の利用者数が激減した一方で、郊外の住宅街の

駐車場においては利用者数が減少した駐車場が多く見られたものの、減少

割合が小幅な駐車場が多く見られました。このような状況を踏まえ、今後

は住宅街などの郊外への駐車場の新規開設割合を増やし、感染症による売

上減少リスクへの対応を図ってまいります。

⑤　財務体質の強化

　　キャッシュ・フロー経営を重視し、賃貸不動産等の当社グループ所有の

物件について、相対的に収益力が低いと判断される場合には、当該資産の

売却により有利子負債を圧縮し、財務体質の強化を図ってまいります。
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事 業 区 分 事 業 内 容

コ イ ン パ ー キ ン グ 事 業

コインパーキングの運営
駐車場機器の販売・保守

駐車場検索及び駐車料金決済サービスの提供

プロパティマネジメント事業 オフィスビルとマンションの賃貸

そ の 他
工芸品の受託販売
ドローンスクールの運営

(5) 主要な事業内容（2023年６月30日現在）

当 　 　 　 社

福井本社 福井県福井市

東京本社 東京都渋谷区

支　　店

福井支店（福井県）千葉支店（千葉県）町田支店（東
京都）さいたま支店（埼玉県）横浜支店（神奈川県）
長野支店（長野県）富山支店（富山県）金沢支店（石
川県）名古屋支店（愛知県）京都支店（京都府）大阪
支店（大阪府）神戸支店（兵庫県）広島支店（広島
県）福岡支店（福岡県）

イ ー ア ド 株 式 会 社 本社：福井県福井市

システムパーク株式会社 本社：宮城県仙台市

ノルテパーク株式会社 本社：北海道札幌市

(6) 主要な支店及び営業所（2023年６月30日現在）
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事 業 区 分 従 業 員 数

コ イ ン パ ー キ ン グ 事 業 162（31）名

プ ロ パ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 事 業 2（ 3）名

そ の 他 5　　　名

全 社 22（ 2）名

合　　　　　　計 191（36）名

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

177（34）名 5名減（2名減） 43.3歳 10.3年

(7) 従業員の状況（2023年６月30日現在）

　① 企業集団の従業員の状況

　（注）１．従業員数は就業人員数であり、パート及び嘱託社員は（  ）内に年間の平均

人員を外数で記載しております。

２．全社として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであり

ます。

３．当連結会計年度より企業集団の従業員の状況を記載しているため、前連結会

計年度との比較は行っておりません。

　② 当社の従業員の状況

　（注）従業員数は就業人員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員

を外数で記載しております。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 滋 賀 銀 行 944,711千円

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 648,110千円

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 467,710千円

株 式 会 社 千 葉 銀 行 303,690千円

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 274,820千円

(8) 主要な借入先の状況（2023年６月30日現在）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

当社株式は、2023年４月14日に名古屋証券取引所メイン市場に上場いたし

ました。
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(1) 発行可能株式総数 3,000,000株

(2) 発行済株式の総数 1,145,144株

(3) 株主数 928名

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

野 坂 信 嘉 268,084株 23.44％

野 坂 俊 彰 147,440株 12.89％

野 坂 弦 司 33,144株 2.90％

㈱ サ ニ カ 21,400株 1.87％

林 　 明 代 19,440株 1.70％

㈱ ｆ ｏ ｌ 19,000株 1.66％

出 口 和 生 17,620株 1.54％

近 藤 　 進 16,520株 1.44％

ＪＡＩＣ企業育成投資事業有限責任組合 16,400株 1.43％

永 井 詳 二 15,000株 1.31％

２. 会社の株式に関する事項（2023年６月30日現在）

（注） １．持株比率は自己株式（1,668株）を控除して計算しております。

　　　　２．2022年10月21日開催の取締役会決議により、2022年11月18日開催の臨時株主総会に

て株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は2,970,000株増加し、

3,000,000株となっております。

　　　　３．2022年10月21日開催の取締役会決議により、2022年11月18日付で普通株式１株につ

き100株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式の総数は

1,034,692.56株増加し、1,045,144株となっております。

　　　　４．2022年11月18日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部変更を行い、単元株式

数を100株とする単元株制度を採用しております。

　　　　５．2023年３月27日開催の臨時取締役会決議により、2023年４月13日付で公募増資を行

っております。これにより発行済株式の総数は100,000株増加し、1,145,144株とな

っております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

該当事項はありません。

(6) その他株式に関する重要な事項

個人投資家層の拡大並びに株式の流通の活性化を図るため、2022年11月

18日付で１株につき100株の割合で株式分割を実施いたしました。

－ 14 －



３. 会社の新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 野 坂 信 嘉
システムパーク㈱取締役
ノルテパーク㈱取締役

代 表 取 締 役 専 務 野 坂 俊 彰

営業本部長
イーアド㈱代表取締役社長
システムパーク㈱取締役
ノルテパーク㈱取締役

取 締 役 安 嶋 　 一
管理本部長
システムパーク㈱監査役
ノルテパーク㈱監査役

取 締 役 天 谷 暢 男
システムパーク㈱代表取締役社長
ノルテパーク㈱代表取締役社長

取 締 役 服 部 宏 和 服部法律事務所　所長

取 締 役 田 中 　 保
㈱田中化学研究所名誉顧問
福井大学客員教授

取 締 役 八 　 木 　 信 二 郎 ㈱八木熊代表取締役社長

常 勤 監 査 役 天 谷 康 宏 イーアド㈱監査役

監 査 役 青 崎 健 二 -

監 査 役 辰 巳 泰 壽 ㈱弘文社　嘱託

監 査 役 竹 内 直 人 京都橘大学経済学部経済学科教授

４. 会社役員の状況
(1) 取締役及び監査役の状況（2023年６月30日現在）

（注）１．取締役服部宏和氏、田中保氏及び八木信二郎氏は社外取締役であります。

　　　２．監査役青崎健二氏、辰巳泰壽氏及び竹内直人氏は社外監査役であります。

　　　３．常勤監査役天谷康宏氏は、当社の経理関連部門で経理経験を有し、財務及び会計に関

する相当程度の知見を有するものであります。

　　　４．当社は、社外取締役服部宏和氏、田中保氏及び八木信二郎氏並びに社外監査役青崎健

二氏、辰巳泰壽氏及び竹内直人氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指

定し、同取引所に届け出ております。

(2) 責任限定契約内容の概要

　当社は、各社外取締役及び各社外監査役との間で、会社法第427条第１項

の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結

しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条

第１項で定める最低責任限度額としております。
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区　分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
員　数

（名）基本報酬
業績連動

報酬等

非金銭

報酬等

取　締　役

（うち社外取締役）

116,430

（7,800）

116,430

（7,800）
- -

6

（3）

監　査　役

（うち社外監査役）

16,155

（7,650）

16,155

（7,650）
- -

4

（3）

合　　　計

（うち社外取締役

及び社外監査役）

132,585

（15,450）

132,585

（15,450）
- -

10

（6）

(3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

①　取締役及び監査役の報酬等の総額

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．員数は、無報酬の取締役１名を除いております。

②　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

　当社の取締役の報酬等に関しては、取締役会において、限度額の範囲内

で担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して十分な議論を行っ

たうえで個別の報酬額を決定することとしております。個別の報酬額を決

定するに際しては、役員規程に定める基準に基づくものとしており、役員

報酬の決定手続きの公正性を担保しております。

　また、当社の役員報酬等は固定報酬のみで構成されておりますが、会社

の業績や経営内容、役員本人の成果・責任の実態などを考慮して、原則と

して毎年度見直しを行っております。

③　取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

　取締役の報酬限度額は、2006年９月３日開催の第10回定時株主総会決議

において年額２億円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議い

ただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、９名（うち

社外取締役３名）であります。

　監査役の報酬限度額は、2006年９月３日開催の第10回定時株主総会決議

において年額３千万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結

時点の監査役の員数は、３名（うち社外監査役２名）であります。
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取締役会（15回開催） 監査役会（13回開催）

出席回数 出席率 出席回数 出席率

取締役　服　部　宏　和 13回 86.7％ - -

取締役　田　中　　　保 14回 93.3％ - -

取締役　八　木　信二郎 14回 93.3％ - -

監査役　青　崎　健　二 15回 100.0％ 13回 100.0％

監査役　辰　巳　泰　壽 15回 100.0％ 13回 100.0％

監査役　竹　内　直　人 15回 100.0％ 12回 92.3％

５. 社外役員に関する事項
(1) 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役服部宏和氏は、服部法律事務所の所長であります。服部法律事務所

と当社との間には特別な関係はありません。

・取締役田中保氏は、株式会社田中化学研究所の名誉顧問、また、福井大学

の客員教授であります。株式会社田中化学研究所、また、福井大学と当社

との間には特別な関係はありません。

・取締役八木信二郎氏は、株式会社八木熊の代表取締役社長であります。株

式会社八木熊と当社との間には特別な関係はありません。

・監査役辰巳泰壽氏は、株式会社弘文社の嘱託社員であります。株式会社弘

文社と当社との間には特別な関係はありません。

・監査役竹内直人氏は、京都橘大学の経済学部経済学科教授であります。京

都橘大学と当社との間には特別な関係はありません。

(2) 当期における主な活動状況

イ．取締役会及び監査役会への出席状況

ロ．取締役会及び監査役会における発言状況及び社外取締役に期待される役

割に関して行った職務の概要

・取締役服部宏和氏は、長年にわたり法曹の職にあり、その経歴を通じて

培った法律の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック

機能を期待致しており、取締役会においては法曹界における知識及び経

験に基づき、当社の経営につき有益な意見・提言等をいただくなど、当

社の社外取締役として業務執行に対する監督、助言等適切な役割を果た

していただいております。

・取締役田中保氏、取締役八木信二郎氏は、長年にわたり会社の経営に携

わっており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識

に基づく経営の監督とチェック機能を期待致しており、取締役会におい

ては経営的見地から当社の経営につき有益な意見・提言等をいただくな

ど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督、助言等適切な役割
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報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 37,500千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額

40,500千円

を果たしていただいております。

・監査役青崎健二氏、監査役辰巳泰壽氏、監査役竹内直人氏は、長年にわ

たり会社又は自治体の経営又は運営に携わっており、その経歴を通じて

培った経営等の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェッ

ク機能を期待致しており、取締役会及び監査役会においては経営的見地

から当社の経営につき有益な意見・提言等をいただくなど、監査機能を

十分に発揮いただいております。

６. 会計監査人の状況
(1) 名称　有限責任 あずさ監査法人

(2) 報酬等の額

(注)１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できま

せんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載し

ております。

　　２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積

りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監

査人の報酬等について同意の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容

　当社は、有限責任 あずさ監査法人に対して、引受事務幹事会社への書簡

作成業務についての対価を支払っております。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関

する議案の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたしま

す。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主

総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
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(5) 責任限定契約の内容の概要

　該当事項はありません。

(6) 補償契約の内容の概要等

　該当事項はありません。
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科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産  の  部） （負 債  の  部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

リ ー ス 債 権

仕 掛 品

貯 蔵 品

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

敷 金 及 び 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他
　

2,163,683

1,428,439

338,730

15,653

14,074

87,130

257,196

22,459

4,710,658

4,281,561

842,395

312,357

3,001,575

21,823

10,558

92,851

69,353

7,185

62,167

359,743

89,377

134,309

80,018

56,038
　

流 動 負 債 1,999,783

買 掛 金 459,435

１年内返済予定の
長 期 借 入 金

729,461

リ ー ス 債 務 41,649

未 払 費 用 63,915

未 払 法 人 税 等 99,028

契 約 負 債 59,085

預 り 金 372,427

賞 与 引 当 金 80,079

そ の 他 94,701

固 定 負 債 2,826,260

長 期 借 入 金 2,212,638

リ ー ス 債 務 29,755

繰 延 税 金 負 債 7,503

資 産 除 去 債 務 482,210

そ の 他 94,152

負 債 合 計 4,826,044

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 2,041,990

資 本 金 583,630

資 本 剰 余 金 647,797

利 益 剰 余 金 812,600

自 己 株 式 △2,038

その他の包括利益累計額 6,307

その他有価証券評価差額金 6,307

純 資 産 合 計 2,048,297

資 産 合 計 6,874,342 負 債 純 資 産 合 計 6,874,342

連 結 貸 借 対 照 表

（2023年６月30日現在）
（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2022年７月１日から
2023年６月30日まで)

科 目 金 額

売 上 高 6,889,820

売 上 原 価 4,969,567

売 上 総 利 益 1,920,253

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,489,942

営 業 利 益 430,310

営 業 外 収 益

受 取 利 息 16

受 取 配 当 金 3,038

保 険 金 収 入 4,286

利 子 補 給 金 2,940

違 約 金 収 入 6,470

そ の 他 5,921 22,673

営 業 外 費 用

支 払 利 息 23,805

減 価 償 却 費 4,138

そ の 他 1,051 28,995

経 常 利 益 423,988

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,271

投 資 有 価 証 券 売 却 益 701 1,973

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 9,238

減 損 損 失 22,854 32,092

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 393,868

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 149,808

法 人 税 等 調 整 額 △21,760 128,047

当 期 純 利 益 265,821

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 265,821

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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（2023年６月30日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産  の  部） （負 債  の  部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

リ ー ス 債 権

仕 掛 品

貯 蔵 品

1 年 内 回 収 予 定 の
長 期 貸 付 金

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

敷 金 及 び 保 証 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

1,753,517

1,105,363

309,962

15,653

14,055

69,888

9,741

209,289

19,563

4,198,399

3,745,391

323,381

453,538

199,900

21,140

2,732,937

10,501

3,992

44,012

38,596

4,718

697

408,995

89,377

41,560

85,771

127,454

20,657

67,734

25,860

△49,420
　

流 動 負 債 1,810,027

買 掛 金 431,977

１ 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金

692,772

リ ー ス 債 務 9,696

未 払 金 57,390

未 払 費 用 59,876

未 払 法 人 税 等 55,905

契 約 負 債 49,100

預 り 金 352,444

賞 与 引 当 金 76,447

そ の 他 24,418

固 定 負 債 2,695,450

長 期 借 入 金 2,188,029

リ ー ス 債 務 8,534

長期預り敷金保証金 85,568

資 産 除 去 債 務 408,791

そ の 他 4,526

負 債 合 計 4,505,478

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 1,440,132

資 本 金 583,630

資 本 剰 余 金 592,060

資 本 準 備 金 568,030

その他資本剰余金 24,030

利 益 剰 余 金 266,480

利 益 準 備 金 3,000

その他利益剰余金 263,480

繰越利益剰余金 263,480

自 己 株 式 △2,038

評価・換算差額等 6,307

    その他有価証券評価差額金 6,307

純 資 産 合 計 1,446,439

資 産 合 計 5,951,917 負 債 及 び 純 資 産 合 計 5,951,917

貸　借　対　照　表

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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( 2022年７月１日から
2023年６月30日まで )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 5,810,598

売 上 原 価 4,213,739

売 上 総 利 益 1,596,858

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,404,520

営 業 利 益 192,338

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 3,525

そ の 他 18,783 22,308

営 業 外 費 用

支 払 利 息 20,769

減 価 償 却 費 4,138

そ の 他 891 25,799

経 常 利 益 188,847

特 別 利 益

債 務 保 証 損 失 引 当 金 等 戻 入 額 96,123

固 定 資 産 売 却 益 1,235

投 資 有 価 証 券 売 却 益 701 98,059

特 別 損 失

関 係 会 社 株 式 評 価 損 80,000

減 損 損 失 22,854

固 定 資 産 除 却 損 8,139 110,994

税 引 前 当 期 純 利 益 175,913

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 75,567

法 人 税 等 調 整 額 △26,252 49,315

当 期 純 利 益 126,598

損　益　計　算　書

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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有限責任　あずさ監査法人
北陸事務所
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 米 山 英 樹

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 石 橋 勇 一

独立監査人の監査報告書
2023年８月25日

日本システムバンク株式会社
取締役会　御中

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本システムバンク株式会社の2022
年７月１日から2023年６月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、日本システムバンク株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連
結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行
った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社
及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載
内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の
報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程
において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内
容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場
合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連
結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備
及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する
責任がある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は
誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬
により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス

クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計
算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報
告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、
構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかど
うかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分
かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実
施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施
過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め
られているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関す
る規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及
び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告
を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。

以　上
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有限責任　あずさ監査法人
北陸事務所
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 米 山 英 樹

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 石 橋 勇 一

独立監査人の監査報告書
2023年８月25日

日本システムバンク株式会社
取締役会　御中

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本システムバンク株式会社
の2022年７月１日から2023年６月30日までの第27期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書
類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行
った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載
内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の
報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に
おいて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要
な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に
重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場
合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計
算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独
立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス

クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日ま
でに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成
及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを
評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施
過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め
られているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関す
る規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及
び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告
を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

当監査役会は、2022年７月１日から2023年６月30日までの第27期事業年度
の取締役の職務の執行を監査致しました。その方法及び結果につき以下のと
おり報告致します。

１. 監査の方法及びその内容
各監査役は、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監

査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、
取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じ説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所にお
いて業務及び財産の状況を調査致しました。
　子会社については、子会社の取締役及び使用人等と意思疎通及び情報の
交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。事業報告
に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務
の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項
及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議
に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び
使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要
に応じて説明を求め、意見を表明致しました。また、会計監査人が独立の
立場を保持し、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及び
その附属明細書について検討致しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に
係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討致
しました。

２. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い会社の状況を正
しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反
する重大な事実は、認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま
す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取
締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

監査役会の監査報告
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常勤監査役 天 谷 康 宏 ㊞
監 査 役 青 崎 健 二 ㊞
監 査 役 辰 巳 泰 壽 ㊞
監 査 役 竹 内 直 人 ㊞

(3) 連結計算書類の監査結果
　　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

2023年８月28日
　日本システムバンク株式会社　監査役会

（注）監査役青崎健二、監査役辰巳泰壽、監査役竹内直人は社外監査役であります。

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

　当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして認識してお

り、経営基盤の強化並びに今後の成長戦略のための内部留保等を総合的に勘案

のうえ、安定的に配当することを基本方針としております。

　また、当社は2023年４月14日をもちまして、名古屋証券取引所メイン市場に

上場することができました。これもひとえに株主の皆様をはじめ関係各位の温

かいご支援の賜物と心より感謝申し上げます。

　第27期の期末配当につきましては、株主の皆様に感謝の意を表するため、当

期の連結業績を踏まえた普通配当29円に、株式上場記念配当10円を加え、合わ

せて１株につき39円とさせていただきたいと存じます。

①　配当財産の種類

　金銭

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金39円　　総額　44,595,564円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

  2023年９月28日
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氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

あ ま や 　 や す ひ ろ

天 谷 康 宏
(1963年12月23日生)

2005年10月　当社入社

2007年３月　当社経理課長

2009年５月　当社ＣＰ改善チーム課長

2010年７月　当社内部監査室長

2015年７月　イーアド㈱監査役（現任）

2015年９月　当社常勤監査役（現任）

300株

第２号議案　監査役１名選任の件

　監査役天谷康宏氏及び青崎健二氏は、本総会終結の時をもって任期満了とな

ります。つきましては、内部監査部門との連携等を含む当社の監査体制の現況

に鑑み、監査役監査の実効性を引き続き確保できるものと判断したため、監査

役を１名減員の３名体制とし、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じま

す。

　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以　上

－ 31 －



第27回定時株主総会会場ご案内図

会場　　福井市西木田二丁目８番１号

福井商工会議所　地下コンベンションホール
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〇ＪＲ福井駅より徒歩約15分

〇京福バス、福鉄バス　バス停「福井商工会議所」から徒歩約１分

〇福井鉄道（福鉄）　　「商工会議所前駅」から徒歩約１分


